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はじめに

私達が暮らす鹿児島市は、今後、さらに少子高齢化や核家族化など進行していくことが
予想され、地域が抱える課題もこれまで以上に複雑多様化していくものと考えます。これ
らの地域課題に対応していくためには、町内会をはじめとした既存の地域コミュニティ組
織だけではなく、ＮＰＯや企業・事業所、医療機関や福祉施設など、地域内で活動してい
る各種団体が意見を出し合い、連携・協力していくことが必要になってきています。

このような中、市は、平成 23 年３月に「共に助け合い、みんなでつくる活力ある地域コ
ミュニティ」を目指して「鹿児島市コミュニティビジョン」を策定し、同ビジョンを戦略
的に推進するため、同年７月、地域コミュニティ組織等関係者、学識経験者、公募市民の
15 名を委員として「鹿児島市コミュニティビジョン推進戦略会議」を設置しました。

推進戦略会議ではこれまで、地域コミュニティ協議会のモデル地域の選定や支援施策等
について協議を進め、25 年度からは、市議会の付帯決議も踏まえる中で、３地域における
モデル事業の検証・評価作業に取り組み、このたび、検証・評価結果を報告書としてとり
まとめました。

検証・評価にあたっては、モデル事業を３つの段階に区分し、行政からの説明だけでな
く、実際に３つのモデル地域の会長さん方からも、これまでの取組状況や住民の変化など
について直接お話を伺うなど、十分に時間をかけて、その作業を進めてまいりました。

３モデル地域の協議会は、設立からまだ日が浅く、その活動は緒に就いたばかりではあ
りますが、途絶えていた伝統行事の復活や若者の活動への参加など、３地域ではまちづく
りの機運が高まりつつあります。

市においては、今後、新たな地域コミュニティ協議会の設立に向けた取組を進めていく
ことになりますが、この報告書を、市はもとより地域住民の皆さまに参考としていただき、
それぞれの地域で住民主体のまちづくりが進められることを願っております。

  平成 26 年 10 月

鹿児島市コミュニティビジョン推進戦略会議
委員長 石田尾 博夫
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１ コミュニティビジョンモデル事業の概要

(1) 地域コミュニティ協議会とは
   市は、平成 23 年３月に、地域コミュニティの将来像や、その実現に向けた取組の基

本的な方向性を示す指針として、鹿児島市コミュニティビジョンを策定し、同ビジョ
ンを推進する中心的な取組として、地域コミュニティ協議会を市内全域で設立してい
くこととしている。

地域コミュニティ協議会は、地域内で活動している各種団体がそれぞれの機能と役
割を生かしながら、小学校区を単位に連携し、地域課題の解決や地域資源の活用など、
地域主体のまちづくりに取り組む組織である。

地域コミュニティ活動の風景
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地域コミュニティ協議会のイメージ

○○地域コミュニティ協議会総会

役員会

事務局

まちづくり部会 青少年育成部会 福祉部会 環境衛生部会 安心安全部会
・○□町内会、○△町

内会、△□町内会…
・NPO 法人△△
・□□商工会○○支部
・○○成人、女性学級
・○○婦人会
・○○青年会
・◇○祭保存会 …

・○□町内会、○△町
内会、△□町内会…

・□□地区民児協(○
□地域担当)

・○○校区あいご会
・学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
・○○小学校
・□□中学校 ……

・○□町内会、○△町
内会、△□町内会…

・□□地区民児協(○
△地域担当)

・○○校区社協
・○○子育てサロン
・○△老人クラブ
・○□幼稚園 ……

・○□町内会、○△町
内会、△□町内会…

・○○校区衛生連
・◇○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ
・△□高校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
・□◇銀行○○支店
・△コンビニ○□店
・□○簡易郵便局…

・○□町内会、○△町
内会、△□町内会…

・◇◇株式会社
・□△病院
・○□青パト隊
・○○安心安全ネッ
・トワーク会議
・○○消防団 ……

※部会の名称、数、構成団体は地域の実情による。

１ コミュニティビジョンモデル事業の概要

町内会

校区公民館運営審議会 老人クラブ

小･中学校
あいご会

商店街
中小企業

民生･児童委員

女性団体
消防団

NPO
児童クラブ

校区社協

衛生連
安心安全ネットワーク会議

自主防災組織

病院

ボランティア団体

など
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(2) モデル事業の取組経過
  市は、コミュニティビジョンに基づき市内全域に地域コミュニティ協議会を設立し

ていくため、中名小学校区、八幡小学校区、平川小学校区の３地域においてモデル事
業に取り組んできた。

  ①市の取組、働きかけ
    23 年度は、ビジョンに基づく施策を戦略的に推進するため、コミュニティビジョ

ン推進戦略会議及び同推進庁内連絡会を設置し、モデル地域の選定や協議会活動へ
の支援施策について検討を行った。

    24 年度から 25 年度にかけては、３モデル地域の協議会設立を支援し、設立後は
地域コミュニティプランの策定を支援するとともに、プランの策定や事務局職員の
雇用、協議会活動等への補助金を交付した。また、校区公民館運営審議会を地域コ
ミュニティ協議会へ移行することについての協議や支援施策の検討を行った。

    26 年度は、３モデル地域のプランに基づく活動を支援するとともに、補助金を交
付し、支援施策や推進体制の検討を行っている。

  ②モデル地域の取組
    中名小学校区では、平成 23 年 11 月から校区公民館運営審議会を中心に協議会設

立に向けた検討を進め、合意形成後は、設立準備会等において、規約や事業計画、
組織づくりに取り組み、平成 24 年 8 月 26 日に中名地域コミュニティ協議会を設立
した。

設立後は、地域コミュニティプラン策定委員会と各部会が中心となって、地域住
民アンケートや地域あるき、他都市への視察を行うとともに、まちづくり講演会も
開催するなど、地域のまちづくりの機運を高めながら、平成 26 年３月に地域コミュ
ニティプランを策定し、地域住民や構成団体への説明を行った。また、校区公民館
運営審議会から引継いだ活動にも取り組んだ。

八幡小学校区及び平川小学校区においても、地域が主体となって協議会設立に向
け取り組み、八幡校区コミュニティ協議会は平成 24 年 10 月 29 日に、平川まちづ
くり協議会は平成 24 年 12 月 23 日に設立された。設立後は地域コミュニティプラ
ンの策定に取り組み、平成 26 年３月にそれぞれプランを策定し、地域住民や構成団
体への説明を行った。また、校区公民館運営審議会から引継いだ活動にも取り組ん
だ。

26 年度は、３協議会とも、５月に開催された定期総会において、地域コミュニテ
ィプラン及び 26 年度の事業計画・予算が承認され、プランに基づく活動を展開して
いる。

１ コミュニティビジョンモデル事業の概要
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《モデル事業の取組経過》

年度 内容

23

【市の取組】
・鹿児島市コミュニティビジョン推進戦略会議及び同推進庁内連絡会の設置
・3 モデル地域を選定（中名、八幡、平川）
・支援施策、推進体制の検討

24

◎設立検討から設立まで
【市の働きかけ、取組】
・地域コミュニティ協議会設立支援
・支援施策、推進体制の検討

【モデル地域の取組】
・校区公民館運営審議会等での検討
・設立検討会の開催
・設立準備会等の開催
・設立総会の開催

中名地域コミュニティ協議会
（平成 24 年８月 26 日）
八幡校区コミュニティ協議会
（平成 24 年 10 月 29 日）
平川まちづくり協議会
（平成 24 年 12 月 23 日）

◎設立から地域コミュニティプラン策定まで

【市の働きかけ、取組】
・地域コミュニティプラン策定支援
・補助金の交付
・支援施策、推進体制の検討

【モデル地域の取組】
・定期総会の開催
・地域コミュニティプラン策定委員会

の設置、開催
・各部会の開催
・地域住民アンケートの実施
・地域あるきの実施
・他都市視察研修、まちづくり講演会

等の実施
・校区公民館運営審議会の活動を引き

継いで実施
・地域コミュニティプラン策定

25

26

◎地域コミュニティプランに基づく活動

【市の働きかけ、取組】
・プランに基づく活動の支援
・補助金の交付
・支援施策、推進体制の検討

【モデル地域の取組】
・定期総会の開催
・事業実施計画書の作成
・事業の実施
・反省点や意見のまとめ

１ コミュニティビジョンモデル事業の概要
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２ 検証・評価作業

  推進戦略会議では、３地域におけるモデル事業の検証・評価結果を、市内全域での地
域コミュニティ協議会の設立に生かすため、８回にわたる会議において、次のようなな
がれで検証・評価作業を行った。

(1) 検証・評価の方法
  ①モデル事業を３つの段階に分け、段階ごとに順次、検証・評価作業を行う。
   ・段階Ⅰ「設立検討から設立まで」
   ・段階Ⅱ「設立から地域コミュニティプラン策定まで」
   ・段階Ⅲ「地域コミュニティプランに基づく活動」
  ②各段階における作業のながれ
   (ｱ) 検証・評価項目を設定する
   (ｲ) 市及びモデル地域が具体的な事実を基にそれぞれ項目ごとの自己評価を行う
   (ｳ) 推進戦略会議において、市及びモデル地域から、(ｲ)の結果の説明を受け質疑を

行う
   (ｴ) 各委員が行った検証・評価を持ち寄り、推進戦略会議としての検証・評価をまと

める
   (ｵ) 段階ごとに、(ｱ)~(ｴ)の作業を行ったのち、モデル事業全体をまとめる

(2) 検証・評価の取組経過

段階Ⅰ 段階Ⅱ 段階Ⅲ モデル事業全体

25
年
度

第 19 回
（Ｈ25.18）

検証・評価
項目設定

第 10 回
（Ｈ25.10）

市･モデル地域から
説明、質疑応答

第 11 回
（Ｈ25.12）

戦略会議としての
検証･評価作業

検証・評価
項目設定

第 12 回
（Ｈ26.13）

とりまとめの確認
市･モデル地域から
説明、質疑応答

26
年
度

第 13 回
（Ｈ26.16）

戦略会議としての
検証･評価作業

検証・評価
項目設定

第 14 回
（Ｈ26.17）

とりまとめの確認
市･モデル地域から
説明、質疑応答

第 15 回
（Ｈ26.18）

戦略会議としての
検証･評価作業

まとめ

第 16 回
（Ｈ26.10）

とりまとめの確認 報告書
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３ 検証・評価結果

  推進戦略会議では、各段階ごとに「市の働きかけについての検証・評価」、「モデル地

域の取組についての検証・評価」、「拡大期における取組の視点」として以下のとおり検

証・評価をまとめた。

(1) モデル事業段階Ⅰ｢設立検討から設立まで｣

①市の働きかけについての検証・評価

  (ｱ) モデル事業実施にあたっての働きかけ

    市は、３地域でのモデル事業を実施するにあたり、校区公民館運営審議会や町

内会連絡会等の地域の核となっている組織に対し、モデルとして地域コミュニテ

ィ協議会を設立することを依頼した。

その際は、協議会の設立目的等についての丁寧な説明や質疑応答を通して、地

域活動のリーダーの協力を得るとともに、地域の声を踏まえ、現地説明会や意見

交換会を開催した。また、モデル地域からの相談に対する適宜適切な助言も行っ

ており、設立への疑問や不安を解消するために、地域の実情に合わせた取組がな

された。

  (ｲ) 地域コミュニティ協議会設立準備への支援

モデル事業の受諾後は、地域コミュニティ協議会設立までの具体的な手順をモ

デル地域に説明するとともに、質問や相談に対しては、適切な資料等の提供や地

域連携コーディネーターと職員による丁寧な助言が行われており、柔軟な対応が

速やかにとられた。

設立に向けた準備が進む中で、規約例や事業計画、予算づくりなどのマニュア

ルを提供するとともに、地域の主体性を尊重しながら、組織づくりのための助言

や支援を行い、各地域とも設立総会は多くの構成団体が参加して行われた。

  (ｳ) 事業推進にあたって

事業の推進体制としては、庁内の関係課による連絡会が設置され、支援制度の

検討や情報共有などが行われた。
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②モデル地域の取組についての検証・評価

  (ｱ) モデル地域として取り組むにあたっての検討

モデル地域においては、校区公民館運営審議会や町内会連絡会等で市からの説

明を受けて、検討委員会や学習会を開催し、市との質疑応答を通して疑問点を整

理した上で、市からの依頼を受諾した。なお、地域によって協議等の回数は異な

っており、特に、審議会と協議会との関わりについての理解に時間が掛かったよ

うである。

  (ｲ) 地域コミュニティ協議会設立準備

モデル事業の受諾後は、地域コミュニティ協議会の設立に向け、既存の組織を

活用するなど地域の特性を生かして設立準備会が設置された。いずれの地域も、

多くの団体に参加を呼びかけながら準備を進めたが、設立への認識や地域の理解

について違いが見られ、組織の形を変えて構築していくことや、地域の意識を変

えていくことに時間を要した。

市からの情報提供や助言を受けながら、短期間のうちに規約の整備や、各団体

への声掛けを行うなどの準備が実り、幅広い地域団体の参加による組織づくりが

なされた。

また、市からの依頼により始まった取組であったが、着実に各モデル地域は理

解を深めていき、地域主体により協議会が設立された。

平川まちづくり協議会 設立総会

３ 検証・評価結果 (1) モデル事業段階Ⅰ｢設立検討から設立まで｣
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③拡大期における取組の視点

  (ｱ) 地域主体による地域コミュニティ協議会設立への働きかけ

地域コミュニティ協議会は、町内会などの地縁型コミュニティだけでは、解決

が困難で複雑多様な地域課題に、ＮＰＯや企業などの地域の多様な団体と連携し

て取り組むために設立するものである。その設立にあたっては、それぞれに異な

る地域の個性が生まれてくるような仕組みづくりを目指すことが重要であり、そ

れは行政主導ではなく、地域が主体となって取り組むことにより実現されるもの

である。

このようなことから、まず地域主体による設立検討を促すために、市は、地域

の実情によって異なる地域活動の中心的役割を担っている組織やリーダーに対し、

協議会を設立する意義等を分かりやすく説明していていくことが必要である。

そして、地域へ説明を行っていく際は、協議会設立の意義をはじめ、協議会と

校区公民館運営審議会の違いや設立のメリット、設立しなかった場合の影響など

を誰もが分かるように、地域の規模も考慮して臨んでもらいたい。また、説明に

あたっては、協議会設立を支援する地域振興課と、審議会活動を支援している生

涯学習課が連携して対応するべきであると考える。さらに、コミュニティビジョ

ンについてのテレビコマーシャルや地域単位での説明会など、より積極的な周

知・広報をすることも検討してほしい。

(ｲ) 地域コミュニティ協議会設立準備段階での支援

地域コミュニティ協議会設立に向けての準備段階においては、設立後の協議会

が機能していくために、その構成団体となる組織内での合意形成を十分に図るこ

とが大事である。

そのためには、地域住民一人ひとりが協議会の設立目的等を理解できているこ

とが求められ、地域の主体性を尊重しながら、市としても説明会を随時開催し、

さらには広報チラシの配布などを含め周知・広報に取り組むことが必要である。

また、その際は、説明会においてモデル地域による事例発表の場やそれぞれの地

域課題を見直す時間を設けるなど、より共感の得られる方法を検討してほしい。

次に、地域の設立準備に対する支援にあたっては、モデル地域の事例をよく整

理した上で、地域の実情に対応できるマニュアルの作成や、積極的な情報提供を

行ってほしい。

なお、設立検討から設立までの支援を行うにあたっては、モデル地域での合意

３ 検証・評価結果 (1) モデル事業段階Ⅰ｢設立検討から設立まで｣
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  (ｲ) 地域コミュニティ協議会運営及び活動への支援

市は、地域コミュニティ協議会の運営や活動への支援として、定期的に地域を

訪問し相談に対応するとともに、協議会活動を支援する補助制度の整備や事務局

職員に対する研修を実施した。

(ｳ) 事業推進にあたって

市は、モデル事業の推進にあたっては、関係課で構成する庁内連絡会において、

各課が設けている地域コミュニティ組織への補助制度の一括化などについて協議

を行い、このうち地域安心安全ネットワーク会議に対する補助と青色防犯パトロ

ール隊活動に対する補助については、協議会への補助金と一括して交付すること

とした。

②モデル地域の取組についての検証・評価

(ｱ) 地域主体による地域コミュニティプラン策定

モデル地域においては、地域コミュニティプランについての市からの説明を受

けた後は、地域連携コーディネーターからのより具体的な指導・助言を受けなが

ら、役員等で構成するプラン策定委員会を設置した。

    プラン策定委員会では、コーディネーターの支援を受けながら、まず、地域実

情を踏まえた住民アンケートや危険箇所点検、史跡確認のまち歩きなどに取り組

み、地域が抱える課題の抽出や地域資源の確認をしたところである。また、若者

と語る会の開催や、地域の将来を担う小・中学生へのアンケートなど、地域住民

の意見を把握するための工夫がみられたところである。さらに、地域にとって５

年間という中期の計画を策定するのは初めての取組であり、戸惑いや不安の声は

あったが、これらの取組を通して、プランづくりへの各委員の理解も深まってい

った。

    地域課題の抽出や地域資源の確認後は、その課題解決や地域資源の活用につい

て、各部会やプラン策定委員会において協議を繰り返し行い、引き続き取り組む

活動や新たな活動からなる地域コミュニティプランが策定された。

(ｲ) 地域コミュニティ協議会運営及び補助金について

各モデル地域では、地域コミュニティ協議会の活動を通して、住民意識の変化

や企業の地域活動への協力など、これまで地域づくりに参画されなかった層に新

３ 検証・評価結果 (2) モデル事業段階Ⅱ｢設立から地域コミュニティプラン策定まで｣
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たな動きが見られたところである。一方、活動が部会中心となったことで、情報

共有に課題が残った面もあったようである。

     協議会に対する補助金については、補助金ごとに使途などが設けられているこ

とから、活動内容に見合った柔軟な対応を望む声もあったところである。

中名地域コミュニティ協議会 地域コミュニティプラン策定委員会

③拡大期における取組の視点

  (ｱ) 地域主体による地域コミュニティプラン策定

地域コミュニティプランは、地域自らが、自分たちの地域の将来を思い描き、

その実現に向けた活動をまとめあげた、まちづくりの指針である。そして、まち

づくりの目標が実現されるためには、自分たちが主体となって取り組むものだと

いう意識を、地域住民がしっかりと持つことが大事である。

    このようなことから、新たに設立される地域コミュニティ協議会においても、

プランの策定が地域主体で進められるよう、市はまず、３モデル地域の実践結果

や参考とした他都市の取組状況を紹介するなど、地域の主体性を引き出すために、

丁寧な説明をすることが必要である。

    さらに、地域が策定作業を進めるにあたっては、適宜適切な助言に努めるとと

もに、特に地域住民アンケートは、課題の把握や資源の確認だけではなく、地域

住民が地域に関心を持つきっかけともなり、まちづくりにおいて重要な取組とな

ることから、項目設定や調査対象の工夫など、地域独自のアンケートが実施され

るよう積極的に支援することが必要である。

３ 検証・評価結果 (2) モデル事業段階Ⅱ｢設立から地域コミュニティプラン策定まで｣
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(3) モデル事業段階Ⅲ｢地域コミュニティプランに基づく活動｣

①市の働きかけについての検証・評価

(ｱ) 地域主体による地域コミュニティプランに基づく活動への支援

市は、３モデル地域の地域コミュニティ協議会が策定した地域コミュニティプ

ランに基づく活動を実施していくにあたり、担当部会において事業ごとの実施計

画書を作成し、実施後には反省点や意見をまとめるなど、事業を実施していく上

でのながれについて資料を基に説明を行い、理解を図った。

  また、地域連携コーディネーターが中心となって、引き続き各地域を訪問しな

がら、日々の活動への助言や相談対応など、地域の主体性が生かされるように支

援を行った。さらに、電話やメールでも随時丁寧に対応し、担当職員による補助

金交付申請に係る助言など、適宜適切な対応が取られていた。

(ｲ) 事業推進にあたって

  市は、モデル事業の推進にあたっては、関係課で構成する庁内連絡会において、

拡大期に向けた取組について協議するとともに、各種団体等への説明や連絡調整

を行った。

②モデル地域の取組についての検証・評価

(ｱ) 地域コミュニティプランの地域住民への周知

モデル地域においては、策定した地域コミュニティプランについて、町内会総

会等での説明や住民説明会の開催、各世帯への配付など、地域の実情に合わせた

取組により浸透を図りながら、地域コミュニティ協議会総会において承認を得た。

(ｲ) 地域主体による地域コミュニティプランに基づく活動の実施

地域コミュニティプランに基づく活動を推進するにあたっては、市との連携を

密にとって事業ごとの実施計画書を部会ごとに作成するとともに、構成団体間の

情報共有を図り、役割を分担しながら事業を実施した。実施後は、反省点や意見

等を記録して、改善へ向けた取組がなされた。

  それぞれの地域では、プラン実施の核となる部会の位置付けや、人的資源の有

効活用、重点項目の選定などの工夫が見られ、地域の実情に応じて主体性がいか

んなく発揮されており、事業実施サイクルの確立など、プランを実行していく体

制が整いつつある。

３ 検証・評価結果 (3) モデル事業段階Ⅲ｢地域コミュニティプランに基づく活動｣
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    また、プランが策定されたことで、地域主体によるまちづくりに対する意識が

広がり、若者の地域活動への参加や、地域に関心を持つ人が増えているなど、地

域に新しい動きが生まれる中で、若年層の役員等への登用や女性の力の活用など

が見られるとともに、構成団体間の連携もできはじめている。

一方、実施計画書を作成するも十分な役割分担に至らず、体制づくりに苦労し

ている面や、地域住民への情報伝達が不足している面もあり、今後の改善が期待

される部分も見られた。

八幡校区コミュニティ協議会 やはた子育て広場(子育てＯＧとの交流会)

③拡大期における取組の視点

(ｱ) 地域主体による地域コミュニティプランに基づく活動

地域コミュニティ協議会は、それぞれのまちづくりの指針として作り上げた地

域コミュニティプランに基づき、まちづくりの目標を実現するために取組を進め

ていくが、５年計画であるプランを着実に実行していくためには、事業実施の体

制を確立することが大事である。

このようなことから、市はまず、事業ごとの実施計画書の作成、実施後の反省

点や意見等のまとめ、次年度への改善の検討という基本的なながれを丁寧に説明

することが必要である。事業を進める中では、優先順位や重要度を考慮して年度

ごとに目標を絞ることや構成団体間の活動との調整など、地域の実情を踏まえた

対応が必要となることもあるため、市の継続的な助言が求められる。なお、協議

会で活動することにより全てを変えるのではなく、これまでのやり方を継承する

ことがよい場合もあると思われるので、地域の主体性を保ちながら柔軟な対応に

３ 検証・評価結果 (3) モデル事業段階Ⅲ｢地域コミュニティプランに基づく活動｣
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４ まとめ

推進戦略会議では、モデル事業の検証・評価作業を通して、市の働きかけを受けた地域
の取組は、コミュニティビジョンに掲げる、目指すべき地域コミュニティ像である、「住民
参加：自ら進んで参加する地域コミュニティ」、「共助と連携：共に支え、助け合う地域コ
ミュニティ」、「多様性と創造：新しく創る地域コミュニティ」につながっていくものであ
ると考える。

このことを踏まえ、推進戦略会議としては、地域コミュニティ協議会の設立を予定どお
り 27 年度から市内全域で進めていってよいと考える。その際は、各段階ごとに推進戦略会
議でまとめた取組の視点に留意するとともに、それぞれの地域の実情を踏まえた支援を行
っていってほしい。

推進戦略会議での協議風景
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資料
(1) ３モデル地域の取組経過

   ３モデル地域が各段階ごとの自己評価をする際は、検証・評価項目を踏まえ、以下

のとおり取組を振り返った上で作業を行った。なお、これら以外にも、従前の校区公

民館運営審議会での活動などを引き継いで取り組んできている。

  ①中名地域コミュニティ協議会

   (ｱ) 設立検討から設立まで

H23.11.27 喜入地域校区公民館運営審議会委員長連絡会

・市からの説明と質疑応答

H23.12.21 中名校区公民館運営審議会

・モデル地域受諾についての検討

H24.1.11 中名校区公民館運営審議会

・学習会。市からの説明と質疑応答

H24.2.25 中名校区公民館運営審議会

・設立検討。設立検討委員会の設置決定

H24.3.2 第 1 回設立検討委員会

・設立検討。結論は次回持ち越し

H24.3.14 第 2 回設立検討委員会

・モデル地域の取組を受諾、設立準備委員会設置決定

H24.4.8 各集落会定期総会

・協議会設立決定等について地域住民へ周知

・3 集落会出席者合計 311 名

H24.4.18 中名校区公民館運営審議会

・協議会の取組について検討

H24.4.25 校区公民館だより発行

・協議会設立決定等について地域住民へ周知

・校区内全 835 世帯へ配付

H24.5.12 中名校区公民館運営審議会定期総会

・校区公民館運営審議会から協議会への移行を全会一致決定

H24.6.13 第 1 回設立準備委員会

・設立趣意書内容、構成団体、役員等の検討
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H24.6.27 第 2 回設立準備委員会

・準備委員会運営委員会設置、構成団体加入依頼について

・委員で手分けして各種団体へ加入依頼実施

H24.7.4 中名校区公民館運営審議会

・設立に向けた取組状況等について

H24.7.11 第 1 回設立準備委員会運営委員会

・総会日時、役員選出、スローガン、規約、部会構成、部会正副

部長、予算、年間計画他について検討

H24.7.11 第 3 回設立準備委員会

・運営委員会案の検討

H24.8.1 第 4 回設立準備委員会

・会長･副会長･会計･事務局職員、総会の役割分担他について検討

H24.8.22 第 5 回設立準備委員会

・総会の役割分担、資料作成について

H24.8.26 設立総会

・事業計画等可決。協議会設立

H24.8.27 地域コミュニティ協議会設立届の提出

H24.9.7 地域コミュニティ協議会登録通知書の交付

   (ｲ) 設立から地域コミュニティプラン策定まで

     H24.11.24 地域コミュニティ協議会役員会

     ・地域コミュニティプラン策定委員の選出

     H24.11.26 第１回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン策定スケジュール、地域住民アンケート実施計画につい

て検討

     H24.12.5 地域コミュニティ協議会部長会

     ・各部ごとのアンケート調査項目を検討

     H25.1～2 地域住民アンケートの実施

     H25.3.13 第２回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・アンケート調査集計作業

     H25.5.12 25 年度地域コミュニティ協議会定期総会

     ・25 年度協議会事業計画、プラン策定に向けた取組等を審議

資料 (1) ３モデル地域の取組経過 ①中名地域コミュニティ協議会
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地域資源発掘のための地域あるき

     H25.5.29 第３回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン策定の目的、手順等について研修

     H25.6.中 協議会各部会

     ・各部ごとにアンケート調査結果を分析し、地域の現状と課題を

把握

     H25.6.15 若者と語る会

     ・地域の将来像についての意見交換会

     H25.7.17 校区内危険箇所点検、地域歩き

     ・プラン策定のための地域資源の確認と探索等

     H25.7.24 他都市視察研修

     ・プラン策定の参考とするため、薩摩川内市 清色地区、副田地

区、斧渕地区の協議会を視察

     H25.8.7 第４回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プランの内容検討、各部会の現状と課題について分析

     H25.8.下 協議会各部会

     ・プランの各部の基本方針、主な活動、事業名、実施組織等につ

いて検討

     H25.8.24 まちづくり講演会

     ・第一工業大学 石田尾 博夫 教授（推進戦略会議委員長）を

講師に迎え、コミュニティビジョンの趣旨、プラン策定の目的

や手順等について研修

資料 (1) ３モデル地域の取組経過 ①中名地域コミュニティ協議会
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     H25.9.25 第５回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・重複する事業について部会間の調整

     H25.10.下 協議会各部会

     ・プランの具体的事業内容、事業効果、スケジュール等について

協議

     H25.11.20 第６回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・各部会の素案を検討（まちづくり部会、安心安全部会、福祉部

会）

     H25.12.4 第７回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・各部会の素案を検討（社会教育部会、青少年育成部会）

     H25.12.11 第８回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・各部会の素案を検討（社会教育部会、社会体育部会）

     H25.12.18 第９回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン添付資料の検討

     H25.12.25 第 10 回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン全体の構成について再検討

     H26.1.15 第 11 回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン全体の構成について再検討

     H26.1.31 第 12 回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン全体の最終チェック

     H26.2.中 協議会各部会

     ・プランについて、部会構成員の共通理解を図る

(ｳ) 地域コミュニティプランに基づく活動

     H26.4.16 第１回役員会

     ・26 年度の取組について市から説明、新年度役員、部会長、副部

会長の選出

     H26.4.30 第１回正副部会長会

     ・部会の構成、部会への予算配分について

     H26.5.2 まちづくり部会

     ・プランの事業内容（プラン番号１～13）の概略について共通理

解を図る
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     H26.5.11 26 年度地域コミュニティ協議会定期総会

     ・26 年度協議会事業計画（プランに基づく活動）について審議

     H26.5.17 社会学級開講式

     ・プランについて協議会会長の講話

     H26.5.21 第２回正副部会長会

     ・まちづくり部会より、プラン番号１～13 までの事業計画につい

て提案

     H26.5.21 26 年度校区社会福祉協議会定期総会

     ・26 年度事業計画、プラン番号 23～31 の事業内容について審議

     H26.5.27 まちづくり部会

     ・ゆい市場の活性化（プラン番号６）について

     H26.5.30 まちづくり部会

     ・廻り灯籠の製作（プラン番号 11）要綱について

     H26.5.31 安心安全部会

     ・関係機関団体との情報交換（プラン番号 13）

     H26.6.4 第２回役員会

     ・棒踊り保存（プラン番号８）対策検討会の開催要綱について、

まちづくり部会より提案

     H26.6.6 福祉部会

     ・隣り組み見守りネットワーク（プラン番号 23）について

     H26.6.11 まちづくり部会

     ・廻り灯籠の製作（プラン番号 11）

     H26.6.13 青少年育成部会

     ・学校行事支援事業（プラン番号 42）

     H26.6.13 まちづくり部会

     ・廻り灯籠の製作（プラン番号 11）

     H26.6.14 まちづくり部会

     ・棒踊り保存（プラン番号８）についての検討会

     H26.6.18 まちづくり部会

     ・集落活性化（プラン番号３）についての検討会

     H26.6.24 あいご会研修会（プラン番号 38）
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     H26.6.30 青少年育成部会

     ・プランの事業内容（プラン番号 32～42）の事業内容について

共通理解を図る

棒踊り(公民館まつりにて)
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  ②八幡校区コミュニティ協議会

   (ｱ) 設立検討から設立まで

H23.11.16 市から八幡校区振興会長へ依頼

・市からの説明と質疑応答

H23.12.21 八幡校区振興会三役会

・市からの説明と質疑応答

H24.3.14 市と八幡校区振興会長で協議

・校区内の意見、認可地縁団体との関係について

H24.4.18 市と八幡校区振興会長、専任副会長で協議

・設立への取組について市からの説明と質疑応答

H24.6.25 市と八幡校区振興会新執行部で協議

・モデル地域の取組を改めて受諾

H24.7.14 八幡校区振興会理事会

・市からの説明と質疑応答

H24.8.27 設立検討会(打合せ会)

・振興会長私案の規約･構成団体･部会･活動計画･予算(案)につい

て、検討、意見交換

H24.9.10 設立検討会(打合せ会)

・規約、構成団体、部会、活動計画、予算について検討

H24.9.10 八幡校区公民館運営審議会

・市からの説明、質疑応答

H24.9.18 設立準備委員会に向けての事前打合せ

・会順および議題の内容確認等について

H24.9.20 第 1 回設立準備委員会

・ビジョンについての意見交換、運営委員の選出など

H24.9.25 市との打合せ

・総会資料の体裁、内容の確認など

H24.9.27 第 1 回設立準備委員会運営委員会

・総会に向けた審議事項の内容検討、確認など

H24.10.1 市との打合せ

・第 1 回運営委員会における検討、修正内容等の確認など

H24.10.3 第 2 回設立準備委員会運営委員会

・第 1 回運営委員会の検討内容の確認、役員の検討など
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H24.10.10 第 2 回設立準備委員会

・総会資料、議案等の審議、日程、会順等の確認

H24.10.29 設立総会

・事業計画等可決。協議会設立

H24.10.30 地域コミュニティ協議会設立届の提出

H24.11.1 地域コミュニティ協議会登録通知書の交付

地域コミュニティプラン策定委員会

   (ｲ) 設立から地域コミュニティプラン策定まで

     H24.11.中 協議会各部会

     ・部会ごとの現状と課題についてフリートーキング

     H24.12.12 協議会役員会

    ・部会ごとのフリートーキングのまとめ

     H24.12.15 広報紙の発行（八幡校区振興会と共同発行）

     ・協議会設立を広報

     H24.12.18 共生・協働の地域社会づくり講演会参加

     H25.1.16 協議会役員会

     ・地域住民アンケート調査の実施他、今後の運営について

     H25.2.5 他都市視察研修

     ・薩摩川内市 大馬越地区、峰山地区コミュニティ協議会

     H25.2.7 協議会役員会

     ・各構成団体の活動状況調査の実施について

     H25.3.21 協議会役員会

     ・各構成団体の活動状況調査のまとめ
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     H25.4.24 25 年度協議会定期総会

     ・24 年度事業報告、25 年度事業計画、役員について審議、承認

     H25.4.24 第１回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン策定委員会設置、今後の手順を協議

     H25.5.8 協議会役員会

     ・地域住民アンケート調査、研修会の実施、各部会の活動、課題

把握作業について

     H25.5.下 協議会各部会

     ・部会ごとに現状と課題の再討議、アンケート調査項目の協議

     H25.6.1 第１回コミュニティ研修会

     ・鹿児島大学法文学部准教授、薩摩川内市副田地区コミュニティ

協議会長を講師に迎えての研修会

     H25.6.12 協議会役員会

     ・アンケート項目集約表の分析等

     H25.6.22 アンケート調査作業部会

     ・各部会代表者で、部会で出された項目を整理

     H25.6.30 第２回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・アンケート調査項目の絞り込みと実施方法を協議

     H25.7.10 協議会役員会

     ・アンケート調査項目と実施方法を承認

     H25.7.16 第３回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・アンケート調査項目の最終調整と実施方法の具体化

     H25.7.22 地域住民アンケート調査実施

~8.5

     H25.8.7 協議会役員会、第４回プラン策定委員会

     ・アンケート調査集約作業

     H25.8.12 広報紙の発行（八幡校区振興会と共同発行）

     ・協議会の 25 年度予算、プラン策定等を広報

     H25.8.23 第５回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・アンケート調査集約作業

     H25.9.11 第６回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・アンケート調査集約結果と意見交換
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     H25.9.下 協議会各部会

     ・アンケート調査結果の分析と現状、課題の検討

     H25.9.26 第７回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・アンケート調査結果の部会での考察報告等

     H25.9.30 校区まち歩き

     ・校区内の自然、史跡、建造物を探訪

     H25.10.9 第８回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・部会ごとの考察の報告とまとめ、プラン化の検討

     H25.10.23 第９回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プランの骨子を検討

     H25.11.5 広報紙の発行

     ・アンケート調査結果を広報

     H25.11.12 第 10 回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・プラン素案の検討

     H25.11.26 第 11 回地域コミュニティプラン策定委員会

     H25.12.上 協議会各部会

     ・プラン素案を各部会で検討

     H25.12.13 第 12 回地域コミュニティプラン策定委員会

     ・部会ごとの検討の報告とまとめ、プランへの反映とプラン案の

決定

     H26.1.1 広報紙の発行（八幡校区振興会と共同発行）

     ・プラン策定と住民説明会を広報

地域コミュニティプラン(案)住民説明・意見を聴く会
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     H25.1.15 協議会役員会

      ・住民説明会の進め方、今後の運営について

     H25.1.19 プラン（案）住民説明・意見を聴く会

,25

     H25.2.12 協議会役員会

      ・八幡校区コミュニティプランを正式に決定

     H25.2.15 第２回コミュニティ研修会

   (ｳ) 地域コミュニティプランに基づく活動

     H26.4.4 お達者クラブ開設（４ヶ所）

     H26.4.7 春の交通・地域安全運動開始

     H26.4.9 青パト運行開始

     H26.4.19 八幡スポーツ少年団結団式

     H26.4.22 協議会拡大役員会

     ・定期総会議案、26 年度事業実施計画等の検討

     H26.4.28 子育てサロン開講式

     H26.5.10 26 年度八幡校区振興会定時総会

     H26.5.12 女性学級開講式

     H26.5.14 校区社会福祉協議会定期総会

     H26.5.19 協議会拡大役員会

     ・定期総会議案の確認他

     H26.5.21 校区婦人会総会

     H26.5.21 26 年度協議会定期総会

     ・26 年度事業計画、役員選出他を審議

     H26.5.25 校区グラウンドゴルフ大会（一般住民対象）

     H26.5.26 あいごフレンドリー集会（町内会ごとの交流）

     H26.6.5 成人学級・ふるさと歴史講座開講

     H26.6.11 協議会役員会

     ・事業実施計画、各部会開催について

     H26.6.15 「気軽にウォーク」コース選定会

     H26.6.18 福祉部会

     ・副部会長選出、26 年度事業実施計画他について
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     H26.6.19 ごみステーション美化活動

        ,20

     H26.6.19 社会教育部会

     ・副部会長選出、26 年度事業実施計画他について

     H26.6.23 体育部会

     ・副部会長選出、26 年度事業実施計画他について

     H26.6.24 防犯カメラ設置検討

     ・設置場所の確認作業

     H26.6.25 協議会役員研修会

     ・地域連携コーディネーターを講師に、まちづくりとコミュニテ

ィプランの研修

     H26.6.25 ニコニコあいさつ運動

     H26.6.26 まちづくり部会

     ・副部会長選出、26 年度事業実施計画他について

     H26.6.26 青少年育成部会

     ・副部会長選出、26 年度事業実施計画他について

     H26.6.28 ごみ分別・リサイクル講習会

     H26.6.29 福祉施設・地域合同防災訓練

     H26.6.30 安全部会

     ・副部会長選出、26 年度事業実施計画他について

     H26.7.2 中学地域 PTA 親子同伴会

     H26.7.5 校区子ども会七夕まつり

     H26.6.末 八幡小地域 PTA（町内会ごとに話し合い）

~7 初

     H26.7.7 介護講習会
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  ③平川まちづくり協議会

   (ｱ) 設立検討から設立まで

H23.11.17 校区社協･校区町内会長会議

・市からの説明と質疑応答

H23.12.9 平川校区公民館運営審議会

・市からの説明と質疑応答

H24.3.14 校区町内会長連絡協議会

・市からの説明と質疑応答

H24.4.7 校区町内会長連絡協議会

・市からの説明と質疑応答

H24.5.6 平川校区公民館運営審議会

・市からのモデル地域の取組依頼について、審議委員へ説明。各

団体での説明を依頼

H24.9.29 校区公民館運営審議会委員、平川小 PTA が参加しての説明会

・市からの説明と質疑応答。モデル地域の取組を受諾

H24.11.11 第 1 回設立準備委員会

・構成団体の検討、運営委員の選出、設立総会日程等について協

議

H24.11.28 第 1 回設立準備運営委員会

・設立総会日程について、名称･規約･組織･スローガン･活動計画

等の原案の検討

H24.12.1 構成団体募集開始

・運営委員で手分けをして、企業･学校･各種団体等への設立趣意

書配付と呼び掛けを開始

H24.12.3 第 2 回設立準備運営委員会

・役員構成･スローガン･構成団体･規約等について、設立総会の準

備等について協議

H24.12.10 第 3 回設立準備運営委員会

・設立総会に向けての最終チェック、構成団体の確認

H24.12.23 設立総会

・事業計画等可決。協議会設立

H24.12.25 地域コミュニティ協議会設立届の提出

H24.12.25 地域コミュニティ協議会登録通知書の交付
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地域コミュニティ協議会設立準備委員会

   (ｲ) 設立から地域コミュニティプラン策定まで

     H25.1.24 協議会役員会

     ・他都市視察研修、今後の推進計画等について

     H25.2.23 他都市視察研修

     ・姶良市北山校区地域コミュニティ協議会を視察

     H25.3.1 協議会役員会

     ・各町内会総会での説明資料の検討

     H25.4.6 校区町内会長連絡協議会

     ・25 年度運営方針、行事等について協議

     H25.4.27 協議会役員会・運営委員会

     ・定期総会資料、前期行事予定について検討

     H25.5.3 地域住民アンケート調査実施

       ~31

     H25.5.12 25 年度協議会定期総会

     ・25 年度事業計画等について審議

     H25.6.21 協議会役員会・運営委員会

     ・年度前半の事業計画確認、進捗状況の把握

     H25.8.23 協議会役員会・運営委員会

     ・地域コミュニティプラン策定等の計画について

     H25.10.24 協議会各部会

        ,25

     ・アンケート調査集計、分析の考察、意見交換会
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     H25.12.3 他都市視察研修

     ・薩摩川内市 大馬越地区コミュニティ協議会を視察

     H25.12.6 協議会役員会・運営委員会・プラン策定委員会

     ・プランの内容検討、進捗状況の確認

     H26.2.9 協議会役員会・運営委員会・プラン策定委員会

     ・プラン策定委員会からプラン案を提示し意見交換

     H26.2.18 プラン策定委員会

     ・これまで指摘等のあったことについて検討し、最終案のまとめ

     H26.2.19 協議会役員会・運営委員会

     ・プラン策定委員会からプラン最終案の提示、決定

     H26.2.20 全体説明会

     ・構成団体等へ、プランの全体説明会

     H26.3.1 協議会役員会・運営委員会

     ・26 年度取組事項の検討、要望など

     H26.3.中 各町内会総会

     ・各町内会の総会においてプランの説明、意見交換会の実施

     H26.3.22 他都市視察研修

     ・特産品を生かした加工施設等の見学、職員との交流会

   (ｳ) 地域コミュニティプランに基づく活動

     H26.4.5 校区町内会長連絡会

     ・役員体制、年間行事計画、協議会運営等について審議

     H26.4.28 校区内危険箇所点検

     H26.5.3 協議会三役・役員・運営委員会

     ・26 年度協議会運営、事業、イベント等の検討

     H26.5.10 成人学級・女性学級合同開講式

     H26.5.18 26 年度協議会定期総会

     ・25 年度事業報告、26 年度事業計画等の審議

     H26.5.23 健康づくり部会

     ・26 年度事業計画等について

     H26.6.1 びわ祭

     H26.6.1 錦江園奉仕活動

     H26.6.9 避難訓練
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     H26.6.15 成人・女性学級、あいご講座、地域 PTA

     H26.6.20 協議会三役・役員・運営委員会、校区夏祭り実行委員会

     ・行事実施計画等の反省、今後の計画、役割分担等について検討

     H26.6.26 校区ソフトバレーボール大会

     H26.6.29 親子ヨット教室

     H26.7.12 児童クラブ開所式

     H26.7.18 校区夏祭り実行委員会

     ・最終打ち合わせ、役割分担等について

     H26.7.20 錦江湾遠泳大会

     H26.7.19 安心安全パトロール

     H26.7.27 校区町内会夏季一斉清掃

     H26.毎月 広報紙「びわ」の発行

平川児童クラブ開所式
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(2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

   ３モデル地域がまちづくりの指針として策定した地域コミュニティプランは、それ

ぞれ、地域の概要、現状と課題、目標、事業計画などから構成されている。次頁から、

事業計画を抜粋して掲載する。

中名地域コミュニティ協議会の地域コミュニティプラン

資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

①中名地域コミュニティ協議会



35

資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

①中名地域コミュニティ協議会
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①中名地域コミュニティ協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

①中名地域コミュニティ協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

①中名地域コミュニティ協議会
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八幡校区コミュニティ協議会の地域コミュニティプラン

資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

②八幡校区コミュニティ協議会
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②八幡校区コミュニティ協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

②八幡校区コミュニティ協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

②八幡校区コミュニティ協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

②八幡校区コミュニティ協議会
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平川まちづくり協議会の地域コミュニティプラン

資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

③平川まちづくり協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

③平川まちづくり協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

③平川まちづくり協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

③平川まちづくり協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

③平川まちづくり協議会
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資料 (2) ３モデル地域の地域コミュニティプラン（事業計画抜粋）

③平川まちづくり協議会
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(3) 検証・評価シート

資料 (3) 検証・評価シート
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資料 (3) 検証・評価シート
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(4) 鹿児島市コミュニティビジョン推進戦略会議設置要綱

                                    

（設置）

第１条 本市における地域コミュニティの活性化に向け、鹿児島市コミュニティビジョン

に基づく施策を戦略的に推進するため、鹿児島市コミュニティビジョン推進戦略会議（以

下「戦略会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 戦略会議は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 地域コミュニティ連携組織の形成及び支援に関すること

(2) 地域コミュニティ連携組織に関する施策のモデル事業に関すること

(3) その他鹿児島市コミュニティビジョンの推進に必要な事項

（組織）

第３条 戦略会議は、委員１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内に居住する者で公募に応じたもの

(2) 学識経験者

(3) 地域コミュニティ組織等関係者

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（委員長等の職務）

第５条 戦略会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、戦略会議を代表し、会務を総理し、戦略会議の会議（以下「会議」という。）

の議長を務める。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第６条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

２ 会議は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を

聴くことができる。
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（庶務）

第７条 委員会の庶務は、市民局市民文化部地域振興課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。

   付 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

   付 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
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(5) 鹿児島市コミュニティビジョン推進戦略会議 委員名簿

平成 26 年 10 月時点

(50 音順、敬称略)

氏 名 職 名 等 期間

(委員長)
第一工業大学教授 H23.7～

石田尾 博夫

(副委員長)
ＮＰＯ法人地域サポートよしのねぎぼうず理事長 H23.7～

永山 惠子

岩橋 恵子 志學館大学教授 H25.7～

篭原 眞吾 西紫原校区公民館運営審議会委員長 H25.7～

神野 環 公募委員 H25.7～

北方 耕藏 市校区社会福祉協議会連絡協議会会長 H23.7～

黒江 光子 市民生委員児童委員協議会副会長 H23.7～
H25.11

迫田 正広 伊敷地域まちづくりワークショップ会長 H25.7～

清水 昌子 紫原校区安心安全ネットワーク会議委員長 H23.7～

新留 正弘 公募委員 H25.7～

末満 孝志 大明丘校区公民館運営審議会委員長 H25.7～

藤井 厚子 市民生委員児童委員協議会副会長 H26.3～

文城 テツ子 玉里団地西第四町内会会長 H25.7～

松田 政信 市老人クラブ連合会会長 H23.7～

南 靜乃 坂元台小学校区あいご会あいご主事 H25.7～

山田 興嗣 公募委員 H25.7～
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